
企業誘致に合わせた地域活性化に関する基盤整備調査 

【別添２】調査成果の報告のポンチ絵 【実施主体名：栃木県野木町】 

今後の課題 
工業団地の基盤整備に必要な土について公共残
土確保による事業費の縮減が求められる。また、
既存企業の事業拡大や新たな企業の進出が加速
し雇用者・定住者の増加に繋がるよう競争力のあ
る価格設定やヒアリング等による企業ニーズを踏
まえた事業用地面積の提供が必要である。 

さらに、首都圏中央連絡自動車道整備に伴い企業
の立地再編が進行していることに合わせ、直近IC

開通により本町周辺にも自動車関連企業等の進
出ニーズが加速してきており、効果的なＰＲを行い
企業誘致に向けたセールスが必要である。 

（調査の背景・目的）首都圏中央連絡自動車道整備に伴い企業の立地再編が進行し、新たに対応した道路、
産業拠点等の地域インフラの整備ニーズが高まっている。本町においても企業立地のポテンシャルは高
まってきているにもかかわらず、企業立地受け入れのための産業団地がない状況である。本調査は、企
業の事業拡大に向けた早期計画化を促し、新たな民間企業立地による企業投資等が誘発され地域活性化
が図られるよう民間企業の誘致に効果的、かつ地域活性化のため必要不可欠となる基盤整備を進め、よ
りスピーディな整備により時宜を得た企業誘致を実現するため、必要な調査や関係権利者の意向、企業
ニーズ等を把握しながら土地区画整理事業の事業計画案の作成を行うことを目的とする。 

基盤整備の見込み・方向性 
道路については、企業間の円滑な移動が確保でき
るよう整備する。公園については、当該地域周辺
住民の利用に供するとともに災害時の避難スペー
スとして利用できるよう誘致距離を考慮したうえで、
２箇所整備する。調整池については、区域を南北
に流下する現況水路により分断されていることから
流域を東西に分け２箇所整備する。 

平成２８年度・・・土地区画整理の事業認可、造成 

           工事着手 

平成２９年度・・・予約分譲 

平成３０年度・・・造成完了 

平成３１年度・・・本格分譲 

調査成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（調査の手順） 

新産業団地の基盤整備のための地質調査 

地質調査  解析等調査 

○「基盤整備のための地質調査」 
・地質調査により、造成盛土・道路盛土、水路構造物・横断函渠構造物の基礎、調
整池についての課題や対策の把握することができたことにより造成計画、事業ス
ケジュール、事業費算出を作成。 

○「新産業団地整備のための道路設計」 
 ・都市計画道路設計については、地質調査や基盤整備のための補助幹線道路、
雨水排水計画等の土地利用計画との整合を図りつつ設計図を作成。 

○「基盤整備のための事業計画の作成」 
・関係権利者、企業ヒアリング等によるニーズ把握結果、地質調査結果、道路設
計結果を踏まえ、街区、公共施設を示す土地利用計画平面図及び事業計画フ
レーム等を作成。 

・道路配置については、企業間の円滑な移動や大型車、歩行者に対応するための
右折レーン及び歩道を設け円滑化・安全化が図れるよう２本の都市計画道路、補
助幹線道路、区画道路を計画。 

・公園配置については、当該地域周辺住民の利用に供するとともに災害時の避難
スペースとして利用できるよう誘致距離を考慮したうえで、２箇所の公園を計画。 

・調整池配置については、区域を南北に流下する現況水路により分断されている
ことから流域を東西に分け２箇所計画した。 

 

【事業計画フレームの検討】 
 

 

 

  

新産業団地整備のための道路設計 

基盤整備のための事業計画の作成 

基盤の配置計画、土地利用計画、資金計画等 

  施行前(㎡) 施行後(㎡) 

公
共
用
地 

道路 14,988.58 25,626.78 

水路 8,098.32 4,189.70 

公園 0 5,802.26 

調整池 0 9,301.13 

計 23,086.90  44,919.87  

宅
地 

民有地 163,097.91 83,304.90 

国有地 1,156.20 0 

計 164,254.11 83,304.90 

合計 187,341.01  128,224.77  
保留地   61,000.00  
測量増減 1,883.76    

総計 189,224.77  189,224.77  

  地質調査箇所  
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企業誘致に合わせた地域活性化に関する 

基盤整備調査  

調査 

主体 
栃木県野木町 

対象 

地域 
栃木県野木町 

対象となる 

基盤整備分野 
道路、都市公園、調整池 

 

 

１．調査の背景と目的 

野木町の交通網については、町内を走る幹線道路は国道

４号だけであるが、近隣都市を通る東北自動車道、首都圏

中央連絡自動車道、新４号国道や国道１２５号、国道５０

号を利用することにより、東西方向では太平洋から日本海

まで、南北方向では首都圏から東北方面までのアクセスは

比較的容易である。 

また、鉄道網についても JR 宇都宮線野木駅を有すること

から、東京まで約１時間 10 分、県都宇都宮まで約 40 分、

東北新幹線小山駅まで僅か 10 分であり、便利な立地条件で

ある。 

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

調査成果報告書 【別添３】 

首都圏中央連絡道  

工場移転 
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この恵まれた立地条件を活かし、企業誘致にいかに結び付けていくかが、今後のまちづく

りのキーポイントとなっており、野木町総合計画「のぎ未来プラン」において、工業系市街

地周辺では、周辺の自然環境にも配慮しながら、新たな雇用の受け皿となるような工業用地

の拡充を図る方針となっている。 

（図２） 

図２ 野木町総合計画「のぎ未来プラン」（平成 23 年 3 月より抜粋） 

 

現在、首都圏中央連絡自動車道整備に伴い企業の立地再編が進行し、新たに対応した道路、

産業拠点等の地域インフラの整備ニーズが高まっている。  

野木町周辺においても自動車関連企業等の進出ニーズが高まり、野木町における企業立地

のポテンシャルは高まってきているにもかかわらず、企業立地受け入れのための産業団地が

ない状況である。 

本調査は、企業の事業拡大に向けた早期計画化を促し、新たな民間企業立地による企業投

資等が誘発され地域活性化が図られるよう民間企業の誘致に関して、効果的、かつ地域活性

化のため必要不可欠となる基盤整備を進め、よりスピーディな整備により時宜を得た企業誘

致を実現するため、必要な調査や関係権利者の意向、企業ニーズ等を把握しながら土地区画

整理事業の事業計画案の作成を行うことを目的とする。 

 

 

 

 

調査区域 
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２．調査内容 

（1）調査の概要と手順 

栃木県野木町大字野木・友沼・中谷地区（約 18.9ｈａ）を基盤整備の事業計画等の策定範

囲とする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査項目】 

①基盤整備のための地質調査 

 土地区画整理事業計画を作成するにあたり、宅地地盤の状況を把握するための調査を行

う。 

 

②新産業団地整備のための道路設計 

 産業団地に隣接する主要な幹線道路について、人及び車輌の通行の安全を確保するため

の検討を行う。 

 

③基盤整備のための事業計画の作成 

 産業団地造成にあたり、土地区画整理事業の手法を用いた整備が求められており、権利

者の理解を深めるうえで、公共施設等の配置計画、土地利用計画などの事業計画につい

て作成する。 

 

 

調査対象 

調査区域 

国道４号線 

(3.4.707野木工業団地線) 

町道 2 級幹線 4 号線 

町道 2 級幹線 4 号線 

町道 1 級幹線 1 号線 

(3.4.7 小山野木線) 
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（2）調査結果 

 

①基盤整備のための地質調査 

1）地盤成層状況 

調査地周辺は， ほぼ平坦な低湿地の水田地帯が拡がり， ボーリング調査結果では，厚さ 

2～ 3ｍ 程度の湿地性堆積物の極めて軟弱な腐植土・砂質シルト層の下位に砂質土層さら

に更新世の粘性土層， 砂質土層の互層が分布していることを確認した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査位置平面図 

ＮＯ１ 

ＮＯ２ 

ＮＯ３ 

ＮＯ４ 

ＮＯ５ 

Ａ-Ａ断面 

Ｂ-Ｂ断面 

Ｃ-Ｃ断面 
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当該地区の地盤構成及びその連続性等を把握するために「地層想定断面図」を作成した。こ

の想定断面図によると当該地の地盤は，次の地層構成区分に示す層序にて構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地層想定断面図 
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地層想定断面図 

地層想定断面図 
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②新産業団地整備のための道路設計 

 

 

 

 

 

③基盤整備のための事業計画の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）設計・施工上の課題整理 

地層構成区分 
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・造成盛土・道路盛土による圧密沈下について  

調査結果より既盛土地及び残土仮置き場の他は， ほぼ平坦な低湿地の水田及び休耕地が広が

り，湿地性堆積物の極めて軟弱な腐植土層・粘性土層や砂質土層が分布する。  

本計画では，未造成部において現地盤高に対し厚さ約 1. 0～1.5ｍの造成・道路盛土を施す

計画であり，原地盤がこの盛土荷重により圧密沈下が作用するものと考えられる。  

造成盛土部の圧密沈下対策は，圧密に要する時間が短期間で終了することからプレロード工

法が有効と考えられる。 

道路部の盛土は，造成盛土部と同様に計画高 1.0～1.5ｍ程度の盛土であり低盛土の場合，サ

ーチャージ高は 2.5ｍ必要となる。 

供用後の交通荷重対策としては， サーチャージ盛土工が一般的であるが，既設構造物が近接

する場所では，引き込み沈下により既設構造物へ悪影響がでる可能性がある。未造成部の地表

面のコーン指数は、平均 149.5kＮ/ｍ2 であり，現状の地盤では建設機械の搬入及び作業のトラ

フィカビリティーが問題となるため、コーン指数は概ね 200～500kＮ/ｍ2 以上を確保する必要

がある。 

 

・水路構造物・横断函渠構造物の基礎について  

計画構造物の基礎形式は地盤あるいは基礎の沈下・変形に追随し，周辺地盤に影響を当たえ

ることが少ない柔構造基礎とする必要がある。  

基礎工法の選定にあたっては， 地盤の残留沈下等の地盤条件，地盤対策工の効果と必要性，

周辺地盤への影響，構造物の重要性，耐震性，経済性，施工性及び基礎形式と函軸構造形式の

適性等について，周辺地盤を含む構造系全体に配慮する必要がある。  

水路改修に伴い地盤掘削(開削工法)については，オープン掘削は比較的困難を要すると想定

され鋼矢板等の土留め壁工法の採用が望まれる。  

 

・調整池部について 

当該地では，第１調整池・第２調整池構造物が施工される計画である。調整池底及び護岸基

礎底盤付近の地盤は，軟弱な地盤なため圧縮性に富み，さらに支持力不足が懸念され十分な支

持地盤とは認められないことから地盤改良等による対策を講ずる必要がある。 

さらに， 調整池護岸周囲に施される止水矢板は，Ｌ=9.0～9.5ｍにする必要がある。 
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②新産業団地整備のための道路設計 

企業間の円滑な移動や大型車、歩行者に対応するための右折レーン及び歩道について警察協

議を行い通行の円滑化・安全化が図れるよう２本の都市計画道路を基盤整備のための補助幹線

道路、雨水排水計画等の土地利用計画との整合を図りつつ道路設計図を作成した。 
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③基盤整備のための事業計画等の作成 

地区の現状と課題は、首都圏中央連絡自動車道整備に伴い企業の立地再編が進行し、新たに

対応した道路、産業拠点等の地域インフラの整備ニーズが高まっている。野木町周辺において

も自動車関連企業等の進出ニーズが高まり、野木町における企業立地のポテンシャルは高まっ

てきているにもかかわらず、企業立地受け入れのための産業団地がない状況である。  

 また、既存の工業団地においても既存企業の工場の増設を計画しており、産業拠点としての

周辺インフラ整備が求められている中、産業団地に隣接する主要な幹線道路においては交通危

険箇所があるため、これらの整備が必要となっている。  

 さらに、当地域が周辺地域と合わせて、地域活性化エリアとなるためには立地企業のアクセ

ス性の向上を図るとともに、災害時の対応等において、企業と地域住民の一体感の形成のため

にも不可欠な周辺地域にない都市公園の整備も必要となっている。 

地区内の土地の現況は、地区外周に接道として幹線道路が２本あり、西側を南北に都市計画

道路３・４・７号小山野木線、南側に都市計画道路３・４・７０７号野木工業団地線が東西に

接続し、南西側は工業専用地域である野木工業団地に隣接している。また、農地の過半が不耕

作地となっており遊休地化が進んでいる。土地利用の割合は、宅地約1％、農地約84％、公共用

地約12％、その他約3％となっており、地区の西側、都市計画道路３・４・７号小山野木線沿い

には建物が1棟、また地区中央に既存工業団地内企業のグラウンド、駐車場がある。その地形は

地区の北から南へ緩やかに傾斜する標高約17ｍ前後の地区であり、地区内を流れる用水路等も

ほぼ北から南へと流れている地区である。 

 事業計画は、地質調査結果を踏まえ造成全体の事業費、工事工法、手順が想定できるこ

ととなり、また道路設計により街区確定等を明確にすることができた。これらの調査結果及

び企業ヒアリング等によるニーズを踏まえた事業計画としての土地利用計画を図３に示す。 

本地区は、北側一部の工業地域を除いて、他は工業専用地域に用途指定され、地区計画によ

り既存住宅以外の建物の抑制を図る地区であることから、既存の工業団地と一体とした産業団

地として、土地利用のニーズに配慮した街区設定をするとともに周辺の農地や住宅地の環境保

全と営農機能の保全に配慮し、用途に応じた土地利用が図られるよう計画する必要がある。 

よって、事業計画上、道路については、既存企業・立地企業と関連企業との移動円滑化や、

大型車、歩行者に対応するための右折レーン及び歩道を設け円滑化・安全化が図れるよう２本

の都市計画道路を整備、補助幹線道路として幅員12.0ｍを適宜整備、区画道路は、幅員 8.0ｍ

を標準とし整備する。 

歩行者専用道路のネットワーク計画については、周辺緑地や都市計画道路の歩道、公園、地

区外等へのアクセス道路としての機能を持ち、歩行者の利便性を配慮した、幅員  4.0ｍの歩行

者専用道路を適宜整備する。 

公園については、当該地域周辺住民の利用に供するとともに災害時の避難スペースとして利

用できるよう誘致距離を考慮したうえで、２箇所の公園を整備する。 

調整池については、区域を南北に流下する現況水路により分断されていることから流域を東

西に分け２箇所整備する。 
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図３ 
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３．基盤整備の見込み・方向性 

基盤整備の内、道路については、企業間の円滑な移動が確保できるよう整備し、公園につ

いては、当該地域周辺住民の利用に供するとともに災害時の避難スペースとして利用できる

よう誘致距離を考慮したうえで、２箇所整備する。調整池については、区域を南北に流下す

る現況水路により分断されていることから流域を東西に分け２箇所整備する。 

本計画は、開発事業者が本町及び関係機関と調整を図りながら事業化の準備を進めており、

平成２８年度に土地区画整理の事業認可を得た後、工事に着手し平成３０年度の造成完了、

平成３１年度の本格分譲を目指す。 

 

４．今後の課題 

工業団地の基盤整備に必要な土について公共残土確保による事業費の圧縮が求められる。

また、既存企業の事業拡大や新たな企業の進出が加速し雇用者・定住者の増加が加速するよ

う競争力のある価格設定や企業ヒアリング等によって捉えたニーズに合う事業用地面積の提

供が必要である。 

さらに、首都圏中央連絡道整備に伴い企業の立地再編が進行していることに合わせ、直近

ランプ開通により本町周辺にも自動車関連企業等の進出ニーズが加速してきており、効果的

なＰＲを行い企業誘致に向けたセールスが必要である。 


